
事 業 評 価 シ ー ト

担当課・室長：動物愛護管理室長

事 業 名 動物の愛護管理に関する普及啓発

上位施策名 自然環境保全と自然とのふれあいの推進

１ 事業の概要 動物の愛護管理に係る飼い主責任に関する普及啓発や、愛護動物
の虐待、遺棄の防止に関する普及啓発のため、以下の事業を実施

○愛護週間行事（中央行事、地方行事）の実施
○啓発資料配布

２ 進捗状況 ○ 動物の愛護管理に関する普及啓発のため、啓発読本等を作成
し、都道府県等、保健所、小中学校等を通じて広く配布してい
る。

○ 昨年６月に総理府が実施した動物愛護に関する世論調査の結果
等から、動物愛護や飼い主責任について意識の向上が図られてい
る。

Ｈ２年５月 Ｈ 年６月12
飼えなくなったペットの処置

46.9% 49.3%・新たな飼い主を探す
30.6 28.5・保健所等へ持っていく

去勢・不妊手術を受けているか
15.0 26.6・犬
37.4 63.3・ねこ

○ 地方自治体における取組は年々充実されてきており、近年は動
物愛護センターの新設やそこにおける動物愛護フェスティバルの
実施等新たな創意工夫も行われてきている。

○ 毎年、愛護週間の中央行事には約７万人が参加しており、来年
度以降も同程度以上に運動が拡大すると見込まれる。

３ 評価 ○ 動物愛護管理の普及啓発行事を地方公共団体とも連携して、中
央と地方の両方で実施することにより、幅広い地域と層を対象と
した効果的な普及啓発が行われている。

○ 動物の愛護と適正飼養については、飼い主を始めとした国民ひ
とりひとりの意識の向上が不可欠であることから、今後とも継続
的に普及啓発を実施していくとともに、さらに効果的な方策につ
いて検討する必要がある。

４ 予算事項名 ・調査連絡事務費
・動物愛護週間事業費

５ 対応副施策等

http://www8.cao.go.jp/survey/aigo/index.html

